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宿泊施設利用助成券(他県共済保養所・委託契約宿泊施設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

【助成対象者】 組合員及び被扶養者（被扶養者でない配偶者を含む） 

【助成対象施設】 当組合ホームページの「契約宿泊施設」よりご覧ください。 

【宿泊助成金額】 

1人 1泊につき 大人(中学生以上)2,000円  小人(小学生)1,500円 幼児 800円 

※組合員１人あたり利用可能枚数は、当該年度４枚です。（追加発行不可） 

※本券は組合員等の保養を目的としてご使用いただくものであり、公務出張での宿泊に

は利用することができません。 

【利用方法】 

①宿泊される施設に直接予約してください。 

②「宿泊施設利用助成券」を記入。 

③チェックイン時に、「宿泊施設利用助成券」を施設に提出してください。 

 

利用される前に、本券の裏面を

お読みください。また、不正利

用のないように、ご協力をお願

いします。 

 

・この助成券は、 

「共済事業ガイドブック 2024」

の巻末に綴込されています。 

（緑色） 

連泊される場合の助成は、 

助成券1枚につき３泊までとなります。

4 泊以上される場合は 2 枚目、7 泊以上

では 3 枚目を使用します。 

 

組合員の配偶者を除いては、ご家族で

も、被扶養者でない方は助成券をご利

用できません。 
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利用される「施設名」や「利用年月日」

必要事項は、必ず事前に記入してくだ

さい。なお、宿泊料金等につきまして

は、利用施設へ直接お問い合わせして

ください。 
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共済 真也      
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   共済 三郎      
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人数と宿泊日数及び合計金額を記入し

てください。 

 


